
議
員
提
出
第
九
号
議
案

地
方
公
会
計
の
整
備
促
進
に
係
る
意
見
書

地
方
公
会
計
の
整
備
促
進
に
関
し
て
は
、
昨
年
一
月
の
総
務
大
臣
通
知
に
よ
り
、
全
国
の
各
自
治
体
に
お

い
て
、
統
一
的
な
基
準
に
よ
る
財
務
書
類
を
原
則
と
し
て
平
成
二
十
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
の

三
年
間
で
作
成
す
る
よ
う
要
請
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
高
齢
化
・
人
口
減
少
と
い
う
深
刻
か
つ
共
通
の
課
題
を
抱
え
て
い
る
各
地
方
自
治
体
の

財
政
事
情
は
極
め
て
厳
し
い
状
況
に
あ
る
。

よ
っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
こ
の
通
知
に
基
づ
く
統
一
的
な
基
準
に
基
づ
く
財
務
書
類
の

作
成
、
活
用
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
可
能
な
限
り
早
期
の
整
備
が
で
き
る
よ
う
、
次
の
措
置
を
講
じ
る
よ

う
強
く
要
請
す
る
。

一

統
一
的
な
基
準
に
よ
る
財
務
書
類
を
可
能
な
限
り
早
期
に
作
成
す
る
た
め
、
そ
の
前
提
と
な
る
固
定
資

産
台
帳
の
整
備
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
が
、
同
台
帳
の
整
備
に
は
相
当
な
作
業
コ
ス
ト
を
要
す
る
た
め
、

団
体
の
財
政
力
に
応
じ
た
適
切
な
財
政
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

二

統
一
的
な
基
準
に
よ
る
財
務
書
類
を
作
成
す
る
に
当
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
相
談
内
容
に
対
応
で
き
る
よ

う
公
認
会
計
士
等
の
専
門
家
を
派
遣
す
る
な
ど
、
実
務
面
で
の
き
め
細
か
な
支
援
を
実
施
す
る
こ
と
。

三

統
一
的
な
基
準
に
よ
る
財
務
書
類
を
作
成
・
活
用
す
る
た
め
に
は
複
式
簿
記
の
知
識
等
が
必
要
と
な
る

た
め
、
自
治
大
学
校
等
に
お
け
る
自
治
体
職
員
向
け
の
研
修
を
さ
ら
に
充
実
す
る
と
と
も
に
、
今
後
、
財

務
書
類
を
議
会
審
議
等
で
積
極
的
に
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
地
方
議
員
向
け
の
研
修
も
充
実
す

る
こ
と
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

大
分
県
議
会
議
長
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